
【はかりの定期検査とは】

【検査対象はかり 確認フローチャート】

　

沖縄県計量検定所　　

　私たちの身の回りには、スーパーの惣菜売り場や農産物の直売所で使用される「はかり」がありますが、商品

の売買や医療行為等の「取引や証明」を行う場合、正しく計量されなければ、私たちの生活環境の安心・安全の

確保に影響が生じるおそれがあります。

　また、「はかり」を長い間使用すると、故障等の影響により、誤差が生じ、正確に計量できないことがありま

す。

　そこで、はかりの状態を検査するため、取引や証明に使用する「はかり」については、２年に１回の定期検査

を受けることが義務付けられています。（計量法第19条第1項）なお、定期検査を受けない等には法令による罰

則がありますのでご注意下さい。（計量法第173条第1項等）

皆さんご存じですか？

「はかり」には２年に１回の「定期検査」があります！

Q はかりを「取引や証明」に使用しますか？
〈取引〉

・売店等での商品の売買

・運送業者等の貨物の算出

・農産物・水産物等の出荷

〈証明〉

・病院・学校等での健康診断等

・公共機関への報告等

・給食センターでの残量調査

検査対象外〈取引や証明以外〉

・農家の肥料・飼料の配合や

調理のために材料を計量する

こと

・家庭での体重測定

×

いいえ

はい

Q 「検定証印」または「基準適合証印」はあります
か？

または

検査対象外

「はかり」は取引
や 証明には使用
できません。
また、下記のマー
クのあるはかりも
家庭用のはかりの
ため、取引や証明
には使用できませ
ん。

いいえ

はい

Q 定期検査済証印(シール)はありますか？
定期検査、又は代検査に合格すると、下図のような証印が貼付さ

れます。

例 2022年1月に 次回の検査は2年後

検査済み→ の2024年1月（予定）

になります。

はい

検査対象

いいえ

Q 「検定証印」等の表示年月から「1年」
経過していますか？

はい

いいえ

今回の定期検
査は免除にな
ります。２年
後に予定して
いる定期検査
を受検してく
ださい。

定期検査証印

沖縄県計量検定所では、各市町村ごとに地域の公民館等において期日を指定して定期検査を行っ

ています。日時、場所については、各市町村または裏面の【お問い合わせ】先までご連絡ください。



　検出部が電気式のはかりでひょう量※１ｔ以下 ※ひょう量・・・測定できる最大の重さ

市町村名 検査時期 市町村名 検査時期 電気抵抗線式はかり 誘電式はかり

今帰仁村 ７月 本部町 ７月 電磁式はかり その他の電気式はかり

国頭村 〃 恩納村 〃 ひょう量 手数料

北部 大宜味村 〃 金武町 ８月 100kg以下 1,400円

東村 ８月 宜野座村 〃 250kg以下 1,800円

名護市 〃 500kg以下 2,200円

伊平屋村 ７月 久米島町 ７月

伊是名村 〃 座間味村 〃

離島 渡名喜村 ８月 渡嘉敷村 〃

南大東村 １０月 粟国村 ８月

北大東村 〃 伊江村 〃

宜野湾市 １０月

浦添市 １１月

市部 うるま市（具志川） １２月 糸満市 12月 ひょう量 手数料

うるま市（石川） 〃 100kg以下 500円

沖縄市 〃 250kg以下 900円

八重瀬町 翌年２月 与那原町 翌年２月 500kg以下 1,500円

南城市（知念） 〃 南城市（玉城） 〃

南部 南城市（久高島） 〃 南城市（佐敷） 〃

南城市（大里） 〃 南風原町 翌年３月

豊見城市 〃

読谷村 翌年２月 中城村 翌年１月

嘉手納町 〃 北中城村 翌年２月

中部 西原町 〃 うるま市（与那城） 〃

北谷町 〃 うるま市（勝連） 〃

うるま市（津堅島） 〃

【代検査制度】

電話番号

０９８－９７５－７６３０

０９８－８６８－１６１６

０９８－８８６－６９５０

０９８－９８９－８１１８

０９８－８６３－１７２７

０９８－９７３－３４６８

０９８－９７４－２６０７

０９８－８７７－１７６６

０９８－９９８－６１２１

０９８－８８６－９３７４

【お問い合わせ】 沖縄県計量検定所 TEL ０９８－８８９－２７７５

沖縄県宮古事務所　総務課 TEL ０９８０－７２－２５５１

沖縄県八重山事務所　総務課 TEL ０９８０－８２－３０４０

沖縄県計量検定所ホームページ    https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/keizai/1009879/1010039/index.html

　計量検定所が行う定期検査の日時に受検できない、台数が多くて持ち込みが困難な場合は、代検査をご利用下さい。検

査資格を持った計量士が出張して検査（代検査）を行います。計量士が行う検査に合格すると、右図のような証印が貼付

され、計量検定所が行う定期検査は免除になります。料金は下記の業者にお問い合わせ下さい。

　２０２２年１月に検査したこと

を示しています。

うるま市兼箇段1754

浦添市大平3-10-14

高橋

仲里

名称

沖縄計量器（株）

計量士 住所

八重瀬町後原1169-1

那覇市松川375-2（沖縄計量器事務所内）

那覇市港町2-4-13

那覇市安謝653

那覇市首里儀保町4-101センチュリー宝口503

沖縄市泡瀬2-36-7

那覇市港町2-1-12

うるま市喜仲1-1-25

翁長

 金本

白川・津田・坂本

照屋

上江洲・又吉

上江洲・又吉

上江洲・又吉

上江洲　直人
上江洲　直

仲宗根

鎌長製衡（株）

仲里計量士事務所

（有）沖縄メンテナンス

（株）国際重機

（有）共和サプライ

（株）テクノ・スケール

（有）大成

（有）サンテクノ

メジャーサポートうちなー

〈はかり定期検査実施時期・検査手数料〉

検査手数料

◎はかりを会場に持ち込む場合は、ストッパーをして汚れをよく落として来てく

ださい。

◎ひょう量300kg以上のはかりについては、下記の【お問い合わせ】までご連絡

下さい。

定期検査時期（予定）

西暦「偶数」年度 西暦「奇数」年度

◎最小目盛りがひょう量の１万分の１未満のもの

は手数料の２倍の額とする

ばね式はかり（皿・台型）　   　　その他の手動はかり　 　　　　手動指示併用はかり

    ◆　はかりの定期検査は、手数料がかかります　◆　　

検査を受ける際には、お釣りがでないようご用意をお願いします。

◎分銅及びおもりの手数料は１個当たり１０円追

加


